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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　燃料ガスを用いる燃料利用機器と、
　この燃料利用機器に燃料ガスを供給する燃料供給源と、
　この燃料供給源と前記燃料利用機器を接続するガス供給路と、
　前記燃料供給源、若しくは、前記ガス供給路の前記燃料供給源に近接する部分に設けら
れ、弁体が付勢手段によって閉弁方向に付勢されるとともに、ソレノイドの電磁力によっ
て開弁方向に付勢される電磁式の遮断弁と、
　前記遮断弁の下流に配置され、前記遮断弁を通過した前記燃料供給源からの燃料ガスの
圧力を減ずる減圧弁と、
　前記燃料利用機器での使用に係る燃料ガスの流量を検出する使用ガス流量検出手段と、
　前記減圧弁よりも上流側の燃料ガスの圧力を検出するガス圧検出手段と、
　前記使用ガス流量検出手段と前記ガス圧検出手段で逐次検出される検出値に基づいて、
前記燃料利用機器に使用ガス流量を供給し得る開弁量となるように、前記遮断弁のソレノ
イドの電磁力を逐次設定する電磁力調整手段と、
を備え、
　前記電磁力調整手段が逐次設定する前記ソレノイドの電磁力は、前記燃料利用機器に使
用ガス流量を供給し得る最小電磁力にマージンを加えた合算電磁力であり、前記ガス供給
路を流れる燃料ガスの流量の増大変化に追従して前記遮断弁が閉弁される設定ガス流量を
設定する電磁力であることを特徴とする燃料利用システム。
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【請求項２】
　前記使用ガス流量検出手段は、前記燃料利用機器に要求される燃料ガスの流量を検出す
る要求ガス流量検出手段と、前記燃料利用機器で実際に使用した燃料ガスの流量を検出す
る消費ガス流量検出手段と、の少なくともいずれか一方を備え、
　前記電磁力調整手段は、前記要求ガス流量検出手段と前記消費ガス流量検出手段のいず
れか一方の検出値と、前記ガス圧検出手段の検出値と、に基づいて、前記遮断弁のソレノ
イドの電磁力を逐次設定することを特徴とする請求項１に記載の燃料利用システム。
【請求項３】
　前記電磁力調整手段は、前記使用ガス流量検出手段と前記ガス圧検出手段の検出値に対
応する前記ソレノイドの適正電流値を定めたマップを予め記憶しておき、そのマップに対
応する電流を前記ソレノイドに出力することを特徴とする請求項１または２に記載の燃料
利用システム。
【請求項４】
　車両に搭載されて使用されることを特徴とする請求項１～３のいずれか１項に記載の燃
料利用システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、燃料供給源からの燃料ガスの供給を遮断する機能を備えた燃料利用システ
ムに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　燃料電池システムとして、高圧の燃料ガスを充填したガスタンクと燃料電池スタック等
の燃料利用機器がガス供給路によって接続され、ガスタンクの口金部に電磁式の遮断弁（
主止弁）が設けられたものが知られている。ここで用いられる遮断弁は、燃料電池システ
ムを使用しないときにソレノイドをオフすることによって閉弁し、それによってガスタン
クからのガス供給を遮断するようになっている。
【０００３】
　ところで、この種の燃料利用システムにおいては、ガス供給路のいずれかで燃料ガスの
漏れが生じた場合に、燃料供給を停止する必要がある。
　これに対処する燃料利用システムとして、ガス供給路を流れる燃料ガスの流量を検出す
る流量検出器を設け、流量検出器によって検出されるガス流量が、通常使用ではあり得な
い流量であるときに、燃料ガスの漏れが生じているものとして、ガスタンクの遮断弁を閉
じるようにしたものが案出されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００７－３５４４５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかし、この従来の燃料利用システムの場合、ガス漏れが生じているものと判断する検
出閾値は、常用での最大流量に、周囲の機器からの信号ノイズや検出誤差等を見込んだマ
ージンを加えた値とする必要がある。
　このため、従来の燃料利用システムにおいては、ガス供給路で燃料ガスの漏れが発生し
てから、実際に遮断弁が閉じられるまでの時間が長くなる状況が考えられる。
【０００６】
　そこでこの発明は、ガス供給路で燃料ガスの漏れが発生してから、実際に遮断弁が閉じ
られるまでの時間をより短縮することのできる燃料利用システムを提供しようとするもの
である。
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【課題を解決するための手段】
【０００７】
　この発明に係る燃料利用システムでは、上記課題を解決するために以下の構成を採用し
た。
　請求項１に係る発明は、燃料ガスを用いる燃料利用機器（例えば、実施形態の燃料電池
スタック１）と、この燃料利用機器に燃料ガスを供給する燃料供給源（例えば、実施形態
の水素タンク２）と、この燃料供給源と前記燃料利用機器を接続するガス供給路（例えば
、実施形態のガス供給路３）と、前記燃料供給源、若しくは、前記ガス供給路の前記燃料
供給源に近接する部分に設けられ、弁体（例えば、実施形態のバルブ本体１５）が付勢手
段（例えば、実施形態のスプリング１８）によって閉弁方向に付勢されるとともに、ソレ
ノイド（例えば、実施形態のソレノイド６）の電磁力によって開弁方向に付勢される電磁
式の遮断弁（例えば、実施形態の主止弁１０）と、前記遮断弁の下流に配置され、前記遮
断弁を通過した前記燃料供給源からの燃料ガスの圧力を減ずる減圧弁（例えば、実施形態
の減圧弁５）と、前記燃料利用機器での使用に係る燃料ガスの流量を検出する使用ガス流
量検出手段（例えば、実施形態のアクセル開度センサ３２，電流センサ８）と、前記減圧
弁よりも上流側の燃料ガスの圧力を検出するガス圧検出手段（例えば、実施形態の圧力セ
ンサ９）と、前記使用ガス流量検出手段と前記ガス圧検出手段で逐次検出される検出値に
基づいて、前記燃料利用機器に使用ガス流量を供給し得る開弁量となるように、前記遮断
弁のソレノイドの電磁力を逐次設定する電磁力調整手段（例えば、実施形態の制御装置７
）と、を備え、前記電磁力調整手段が逐次設定する前記ソレノイドの電磁力は、前記燃料
利用機器に使用ガス流量を供給し得る最小電磁力にマージンを加えた合算電磁力であり、
前記ガス供給路を流れる燃料ガスの流量の増大変化に追従して前記遮断弁が閉弁される設
定ガス流量を設定する電磁力であることを特徴とするものである。
　これにより、遮断弁のソレノイドの電磁力は、燃料利用機器での使用に係るガス流量と
、減圧弁よりも上流側の燃料ガスの圧力に基づいて、燃料利用機器に使用ガス流量を供給
し得る開弁量となるよう逐次設定される。この状態でガス供給路で燃料ガスの漏れが生じ
ると、ガス供給路内に流れ込むガス流量が使用ガス流量よりも増大し、使用ガス流量とガ
ス圧に基づいて設定されているソレノイドの電磁力では開弁状態を維持できなくなる。こ
の結果、遮断弁は、付勢手段の力によって自動的に閉弁状態とされる。また、遮断弁より
も上流側の燃料ガスの圧力が低下すると、その低下に応じて遮断弁での圧力損失が増大す
るが、その圧力損失の増大分は、電磁力調整手段での電磁力の設定において、開弁量が増
大するように補正される。
【０００８】
　請求項２に係る発明は、請求項１に記載の燃料利用システムにおいて、前記使用ガス流
量検出手段は、前記燃料利用機器に要求される燃料ガスの流量を検出する要求ガス流量検
出手段（例えば、実施形態のアクセル開度センサ３２）と、前記燃料利用機器で実際に使
用した燃料ガスの流量を検出する消費ガス流量検出手段（例えば、実施形態の電流センサ
８）と、の少なくともいずれか一方を備え、前記電磁力調整手段は、前記要求ガス流量検
出手段と前記消費ガス流量検出手段のいずれか一方の検出値と、前記ガス圧検出手段の検
出値と、に基づいて、前記遮断弁のソレノイドの電磁力を逐次設定することを特徴とする
ものである。
【０００９】
　請求項３に係る発明は、請求項１または２に記載の燃料利用システムにおいて、前記電
磁力調整手段は、前記使用ガス流量検出手段と前記ガス圧検出手段の検出値に対応する前
記ソレノイドの適正電流値を定めたマップを予め記憶しておき、そのマップに対応する電
流を前記ソレノイドに出力することを特徴とするものである。
【００１１】
　請求項４に係る発明は、請求項１～３のいずれか１項に記載の燃料利用システムにおい
て、車両に搭載されて使用されることを特徴とするものである。
【発明の効果】
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【００１２】
　この発明によれば、遮断弁のソレノイドの電磁力が、使用ガス流量検出手段とガス圧検
出手段で逐次検出される検出値に基づいて、燃料利用機器に使用ガス流量を供給し得る開
弁量となるよう逐次設定されるため、ガス供給路で燃料ガスの漏れが生じてガス供給路内
を実際に流れる燃料ガスの流量が電磁力調整手段での設定を超えたときに、迅速にかつ自
動的に遮断弁を閉じることができる。
　したがって、この発明によれば、ガス供給路での燃料ガスの漏れの発生時には、殆どの
場合、ガス供給路を流れる燃料ガスの流量が常用での最大流量を大きく超える前に遮断弁
が閉じられることになるため、実際に遮断弁が閉じられるまでの時間をより短縮すること
ができる。
　また、この発明によれば、燃料利用機器に使用ガス流量を供給し得る最小電磁力にマー
ジンを加えた合算電磁力を、電磁力調整手段で逐次設定する電磁力としているため、上述
の時間短縮に加えて、ガス供給路に漏れの生じていない状況での遮断弁の誤作動を無くす
ことができる。
　なお、燃料利用機器での使用に係る燃料ガスの流量とは、燃料利用機器において、要求
に応じてこれから使用する、或いは、必要とされ使用された燃料ガスの流量のことである
。
【００１３】
　請求項３に係る発明によれば、使用ガス流量検出手段とガス圧検出手段の検出値に対応
するソレノイドの適正電流値を定めたマップを予め記憶しておき、そのマップに対応する
電流を逐次遮断弁のソレノイドに出力するため、上述の時間短縮に加えて、ガス供給路に
遮断弁の電磁力を常に適正に、かつ容易に設定することができる。
【００１５】
　請求項４に係る発明によれば、車両に搭載されて使用される燃料利用システムに採用す
るため、ポンプやバルブ等の補機類から信号ノイズの入り易い悪条件での使用にも拘わら
ず、燃料ガスの漏れの発生時に迅速に遮断弁を閉じることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】この発明の一実施形態の燃料利用システムの概略構成図である。
【図２】この発明の一実施形態の燃料利用システムで用いる遮断弁（主止弁）の断面図で
ある。
【図３】この発明の一実施形態の燃料利用システムで用いる遮断弁（主止弁）の断面図で
ある。
【図４】この発明の一実施形態の燃料利用システムにおけるガス流量と遮断弁（主止弁）
の通電電流の関係を示す線図である。
【図５】この発明の一実施形態の燃料利用システムにおけるタンク内圧と遮断弁（主止弁
）の通電電流の関係を示す線図である。
【図６】この発明の一実施形態の燃料利用システムにおける燃料利用機器での使用ガス流
量、タンク残圧、ガス供給路を実際に流れるガスの流量と、遮断弁（主止弁）が実際に閉
じられるタイミングを示す特性図である。
【図７】この発明の他の実施形態の燃料利用システムの概略構成図である。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　以下、この発明の一実施形態を図面に基づいて説明する。
　図１は、車両に搭載される燃料電池システム（燃料利用システム）の概略構成図であり
、同図において、符号１は、燃料としての水素と酸化剤としての酸素が供給されて発電を
する燃料電池スタック（燃料電池）である。燃料電池スタック１は、例えば固体高分子型
燃料電池（Polymer Electrolyte Fuel Cell：ＰＥＦＣ）であり、ＭＥＡ（Membrane Elec
trode Assembly、膜電極接合体）をセパレータ（図示しない）で挟持してなる単セルが複
数積層されて構成されている。燃料電池スタック１は、この実施形態における燃料利用機
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器を構成している。
【００１８】
　燃料電池スタック１には、高圧の水素を貯蔵する水素タンク２（燃料供給源）からガス
供給路３を介して水素ガスが供給されるとともに、図示しない空気供給装置を介して酸素
を含む空気が供給される。
　水素タンク２には、ガス供給路３に対するガス供給と遮断を行う電磁式の遮断弁である
主止弁１０が取り付けられている。なお、図１中の符号５は、ガス供給路３中に設けられ
、水素タンク２から吐出された高圧の水素ガスを所定圧力に減圧するための減圧弁である
。
【００１９】
　主止弁１０は、後に詳述するように開弁作動を行うためのソレノイド６を有し、そのソ
レノイド６に通電する電流が制御装置７（電磁力調整手段）によって制御されるようにな
っている。
　燃料電池スタック１には、発電電流を検出する電流センサ８（消費ガス流量検出手段，
使用ガス流量検出手段）が設けられ、水素タンク２には、内部の圧力を検出する圧力セン
サ９（ガス圧検出手段）が設けられている。これらの電流センサ８と圧力センサ９で検出
された検出信号は制御装置７に入力され、制御装置７は、これらの検出信号に応じた電磁
力となるようにソレノイド６の通電電流を制御する。制御装置７による具体的な制御につ
いては後に詳述する。
【００２０】
　図２，図３は、主止弁１０の具体的な構造を示す図であり、図２は、閉弁状態を示し、
図３は、開弁状態を示している。
　主止弁１０は、キックパイロット式の電磁弁によって構成され、バルブボディ１１が水
素タンク２の開口部に封止プラグを兼ねて取り付けられている。バルブボディ１１には、
水素タンク２の内部と導通する導入通路１２と、水素タンク２の外部のガス供給路３と導
通する放出通路１３が設けられている。また、バルブボディ１１内の導入通路１２と放出
通路１３の間にはバルブ収容室１４が設けられ、そのバルブ収容室１４内に、放出通路１
３の端部を開閉するバルブ本体１５（弁体）が進退自在に収容されている。なお、図中の
符号１６は、バルブ本体１５が離接するメイン弁座である。
【００２１】
　バルブ本体１５は、磁性材料から成るプランジャ１７に軸方向の微小な遊びをもって保
持されており、プランジャ１７は、バルブ本体１５をメイン弁座１６に当接させる方向に
スプリング１８（付勢手段）によって付勢されている。また、バルブ本体１５の軸心部に
は、導入通路１２と放出通路１３を導通させるパイロット孔１９が設けられている。この
パイロット孔１９の端部は、図２に示すように、バルブ本体１５がスプリング１８によっ
てメイン弁座１６に押し付けられているときに、プランジャ１７に設けられたパイロット
弁座２０に当接し、それによって内部を閉塞されるようになっている。
　また、ソレノイド６は、プランジャ１７の周囲を取り囲むように配置され、所定電流の
通電による励磁によって、プランジャ１７をスプリング１８の力に抗して後退させる。
【００２２】
　主止弁１０は、ソレノイド６が励磁されていないときには、図２に示すように、バルブ
本体１５がメイン弁座１６に当接し、かつ、パイロット孔１９がパイロット弁座２０に当
接している。このとき、主止弁１０は、水素タンク２からガス供給路３への水素ガスの供
給を完全に遮断している。
【００２３】
　一方、主止弁１０は、この状態からソレノイド６が励磁されると、プランジャ１７がバ
ルブ本体１５との遊びの範囲で僅かに後退し、このとき、パイロット孔１９が開いて導入
通路１２と放出通路１３の間の圧力差が減少する。この後、ソレノイド６がさらに励磁さ
れると、図３に示すように、プランジャ１７がバルブ本体１５自体を直接後退させ、バル
ブ本体１５がメイン弁座１６から離間する（開弁する）。これにより、導入通路１２と放
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出通路１３が完全に導通し、水素タンク２内の水素ガスがガス供給路３に供給される。
【００２４】
　ここで、制御装置７によるソレノイド６の制御について説明する。
　この燃料電池システムでは、ソレノイド６の通電電流（電磁力）は一定ではなく、燃料
電池スタック１で必要とする水素ガスのガス流量と、水素タンク２内の水素ガスの圧力に
応じて、実際に燃料電池スタック１に使用ガス流量を供給し得る主止弁１０の開弁量とな
るように、逐次設定されるようになっている。
　具体的には、例えば、燃料電池スタック１の使用ガス流量と水素タンク２の内圧とに対
応するソレノイド６の適正電流値を定めたマップを予めメモリ（記憶手段）に記憶させて
おき、電流センサ８の検出値（この電流値から使用ガス流量を算出できる。）と圧力セン
サ９の検出値とに対応するソレノイド６の適正電流値を上記のマップを参照して逐次設定
する。
【００２５】
　そして、この燃料電池システムでは、マップに記憶させておくソレノイド６の適正電流
値は、以下の（ａ），（ｂ）二つの事項を勘案して設定されている。
（ａ）水素タンク２の内圧が一定の場合には、図４の線図に示すように使用ガス流量が増
大するほど、主止弁１０の開弁量を大きくしなければならず、開弁保持に必要なソレノイ
ド６の通電電流値は略比例的に増大させる必要がある。
（ｂ）燃料電池スタック１での使用ガス流量が一定の場合には、図５の線図に示すように
水素タンク２の内圧が減少するほど、主止弁１０の開弁量を大きくしなければならず、開
弁保持に必要なソレノイド６の通電電流値は略比例的に増大させる必要がある。
【００２６】
　上記の（ａ），（ｂ）二つの事項を勘案することにより、例えば、以下の表１のような
、使用ガス流量と水素タンク２の内圧に対応するソレノイド６の適正電流値の対応表（マ
ップ）を作成することができる。
　実際に使用するマップは、燃料電池スタック１に使用ガス流量を供給し得る最小電流値
（最小電磁力）に、信号ノイズや誤差等のマージンを加えた合算電流値（合算電磁力）を
設定電流値（設定電磁力）としている。
【００２７】
【表１】

【００２８】
　図６は、この実施形態の燃料電池システムにおける燃料電池スタック１での発電に使う
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使用ガス流量、水素タンク２の内圧、ガス供給路３を実際に流れる水素ガスの流量、主止
弁１０が閉じられる設定ガス流量と、水素ガスの漏れが生じたときに主止弁１０が実際に
閉じられるタイミングを示した図である。
　同図に示すように、この燃料電池システムの場合、燃料電池スタック１で使用するガス
流量の変化にほぼ追従して主止弁１０の閉じられる設定ガス流量も変化する。なお、主止
弁１０の閉じられる設定ガス流量は水素タンク２内のガス圧の変化分を補正される。
　この燃料電池システムでは、ガス供給路３に水素ガスの漏れが生じなければ、ガス供給
路３を流れるガス流量が、主止弁１０が閉じられる設定ガス流量を超えることがないため
、主止弁１０は開弁状態に維持されている。
【００２９】
　また、この燃料電池システムの運転中に、図６中のａの時点でガス供給路３からの水素
ガスの漏れが生じると、ガス供給路３に流れ込む水素ガスの流量が増大する。そして、図
６中のｂの時点でガス供給路３に流れ込む水素ガスの流量が、主止弁１０が閉じられる設
定ガス流量を超えると、主止弁１０が自動的に閉じられることになる。
　なお、図６中のｃは、ガス供給路３を流れる燃料ガスの流量が、常用での最大流量にマ
ージン分を加えた合算流量を超えたときに、主止弁１０を閉じるようにした場合（従来の
技術の場合）における主止弁１０が閉じられる時点を示している。また、図６中のＡは、
この実施形態と比較例の場合の水素ガスの漏れ量の差を示している。
【００３０】
　以上のように、この燃料電池システムにおいては、主止弁１０の電磁力（ソレノイド６
の電流値）が、燃料電池スタック１で使用するガス流量と、水素タンク２内の圧力に基づ
いて、燃料電池スタック１での使用ガス流量を供給し得る開弁量となるように逐次設定さ
れるため、ガス供給路３で水素ガスの漏れが生じたときに、ガス供給路３を流れる水素ガ
スの流量が常用での最大流量を超える前に主止弁１０を早期に自動的に閉弁することがで
きる。
【００３１】
　また、この実施形態の燃料電池システムは、電流センサ８の検出値（燃料電池スタック
１の使用ガス流量）と圧力センサ９の検出値に対応するソレノイド６の適正電流値を定め
たマップを予め記憶しておき、そのマップに対応する電流を逐次主止弁１０のソレノイド
６に出力するようにしているため、主止弁１０のソレノイド６に出力する電流を常に適正
に、かつ容易に設定することができる。
【００３２】
　さらに、この実施形態の燃料電池システムにおいては、燃料電池スタック１に使用ガス
流量を供給し得る最小電流値に、信号ノイズや誤差等のマージンを加えた合算電流値を設
定電流値としているため、ガス供給路３で水素ガスの漏れが生じない状況での主止弁１０
の誤った閉弁作動を未然に防止することができる。
【００３３】
　また、この燃料電池システムは、車両に搭載するものに限るものではないが、特に、車
両に搭載して使用する場合には、ポンプやバルブ等の車両搭載の補機類から信号ノイズが
多く発される悪条件で使用されても、水素ガスの漏れの発生時に迅速に主止弁１０を閉じ
ることができるため、極めて有効となる。
【００３４】
　つづいて、図７に示すこの発明のさらに好適な実施形態について説明する。
　この実施形態の燃料利用システムは、上記の実施形態と同様、車両に搭載される燃料電
池システムである。この燃料電池システムは、上記の実施形態と同様に、燃料供給源とし
ての水素タンク２と、水素タンク２に設けられ、ガス供給路３に対するガス供給と遮断を
行う主止弁１０と、主止弁１０を通して水素タンク２から吐出された高圧の水素ガスを所
定圧力に減圧する減圧弁５と、燃料利用機器としての燃料電池スタック１と、主止弁１０
のソレノイド６に通電する電流を制御する制御装置７（電磁力調整手段）と、燃料電池ス
タック１に酸素を含む空気を供給する図示しない空気供給装置と、を備えている。
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【００３５】
　また、減圧弁５と燃料電池スタック１の間のガス供給路３には、燃料電池スタック１へ
の供給ガス流量を操作するインジェクタ３０（流量調整弁）が介装されている。このイン
ジェクタ３０は制御装置７によって制御される。制御装置７は、アクセル開度センサ３２
（要求ガス流量検出手段，使用ガス流量検出手段）からアクセルペダル３１の開度信号を
受け、その開度信号に応じてインジェクタ３０の噴射時間を制御する。即ち、制御装置７
は、運転者によるアクセルペダル３１の踏み込み量に応じて燃料電池スタック１への供給
ガス流量を増減させる。
【００３６】
　また、この実施形態の燃料電池システムでは、圧力センサ９を、水素タンク９部分では
なく、主止弁１０と減圧弁５との間のガス供給路３に設けている。主止弁１０が開かれた
際には、減圧弁５よりも上流側のガス供給路３では水素タンク２内とほぼ同圧が加わるこ
とから、圧力センサ９は、水素タンク２の圧力を検知できるこの位置に設置しても良い。
【００３７】
　この実施形態の場合、制御装置７は、アクセル開度センサ３２の検出値と、圧力センサ
９の検出値とを用いて主止弁１０の開弁量を逐次設定する。具体的には、例えば、要求ガ
ス流量と水素タンク２の内圧とに対応するソレノイド６の適正電流値を定めたマップを予
めメモリ（記憶手段）に記憶させておき、アクセル開度センサ３２の検出値と圧力センサ
９の検出値とに対応するソレノイド６の適正電流値を上記のマップを参照して逐次設定す
る。
【００３８】
　上記の実施形態の燃料電池システムでは、燃料電池スタック１で実際に使用した水素ガ
スの流量を電流センサ８によって検出し、その検出値と水素タンク２の内圧とに基づいて
主止弁１０のソレノイド６の電磁力を逐次設定していたが、この実施形態の燃料電池シス
テムは、燃料電池スタック１に要求される水素ガス流量をアクセル開度センサ３２によっ
て検出し、その検出値と減圧弁５の上流側のガス供給路３の圧力とに基づいて主止弁１０
のソレノイド６の電磁力を逐次設定している。
　両実施形態の燃料電池システムは、フィードバック制御（実際に消費した水素ガスの流
量を使用した制御）とフィードフォワード制御（要求した水素ガス流量の指示値を使用し
た制御）の相違はあるものの、この実施形態の場合も上記の実施形態とほぼ同様の効果を
得ることができる。
【００３９】
　なお、この発明は上記の実施形態に限定されるものではなく、その要旨を逸脱しない範
囲で種々の設計変更が可能である。例えば、上記の実施形態では、電磁式の遮断弁（主止
弁１０）を水素タンク２に一体に設けているが、遮断弁は水素タンク２の近傍に別体に設
けるようにしても良い。
　また、上記の実施形態では、電流センサ８の検出値（燃料電池スタック１の消費ガス流
量）と圧力センサ９の検出値に対応するソレノイド６の適正電流値や、アクセル開度セン
サ３２の検出値（要求ガス流量）と圧力センサ９の検出値に対応するソレノイド６の適正
電流値を予めマップのかたちで記憶するようにしているが、ソレノイド６の適正電流値を
その都度演算によって求めるようにしても良い。
　さらに、上記の実施形態においては、燃料供給源として水素タンク２を用いているが、
燃料供給源は燃料改質装置であっても良い。
　また、この発明に係る燃料利用システムは、燃料電池システムに限定されるものではな
く、水素ガス等の燃料ガスを利用するシステムであれば、例えば、水素ガスを燃料とした
内燃機関システム等の燃料電池以外のシステムであっても良い。
【符号の説明】
【００４０】
　１…燃料電池スタック（燃料利用機器）
　２…水素タンク（燃料供給源）
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　３…ガス供給路
　５…減圧弁
　６…ソレノイド
　７…制御装置（電磁力調整手段）
　８…電流センサ（消費ガス流量検出手段，使用ガス流量検出手段）
　９…圧力センサ（ガス圧検出手段）
　１０…主止弁（遮断弁）
　１５…バルブ本体（弁体）
　１８…スプリング（付勢手段）
　３２…アクセル開度センサ（要求ガス流量検出手段，使用ガス流量検出手段）

【図１】 【図２】
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【図５】

【図６】 【図７】
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